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１．道州制に関する税財政制度検討について 

 

（１）道州制といっても同床異夢 

・道州制導入の意義、目的、ならびに国、道州、基礎自治体それぞれの姿が不明確 

・国と地方の役割分担に応じた税財源配分の検討が必要 

 

（２）日本の状況 

・小さな島国であるとともに、国土の 7 割弱を森林が占め、欧州に比べて急峻な山々に水

源が宿るという構造。国土開発や保全のコストは地域によって大きく異なるが、上流の

中山間地域と下流の都市部は、いわば相互依存の関係にある。 

・諸外国と比べて、国内で、言語、文化、生活習慣などの差異が比較的少ない。 

・義務教育は全国均質的に普及している。（市場化、民営化による格差拡大は生じている。） 

・インフラや施設の整備・普及状況をみると、三大都市圏や太平洋ベルト地帯にかなり偏

って整備されてきた。 

・グローバル化、IT 化の進展に伴い、経済の東京一極集中の傾向は加速しており、こうし

たグローバル企業（本社）は行政機構のあり方にかかわらず、東京に集中することが想

定される。 

 

（３）税源の在り方を巡る議論 

１）事務権限配分からみた税源配分 

〇第 28 次地方制度調査会「道州制のあり方に関する答申」 

 ・偏在度の低い税目を中心に地方に税源を移すことで、地方税中心の財政構造を構築し、

地方の財政運営の自主性及び自立性を高めることを提起。 

〇道州制ビジョン懇談会中間報告 

・道州や基礎自治体において、偏在性が小さく安定性を備えた新たな税体系を構築するこ

と。道州や基礎自治体が、税目並びに税率等を独自に決定するなど、課税自主権を付与す

ることに言及 

〇自民党「道州制基本法案」 

・「道州及び基礎自治体の事務を適切に処理するため、道州及び基礎自治体に必要な税源を

付与するとともに、税源の偏在を是正するため必要な財政調整制度を設ける」 

 

 

資料１ 

 



・更なる税源移譲は必要か？ ⇒自主財源主義か一般財源主義か 

・地方分権改革の推進、東京への一極集中の緩和、行財政効率化に資するのかどうか疑問 

 

〇税源が大きく偏在する状況で、地方公共財の「応益原則」の名のもと、自主財源主義を

追求することの妥当性 

〇道州単位で所得再分配機能を担うとすれば、低所得者対策等の水準が道州によって異な

ることを容認できるか 

〇道州単位で経済安定化機能を担うとすれば、財政政策だけでどこまでの調整が可能か（通

貨が「東京円」「大阪円」と分化されない限り、金融政策の分権化はできない。 

 

２）税源偏在 

・国税５税について一人当たり税収額から偏在性をみると、法人税、相続税、所得税の順

で遍在度が高い。 

⇒国から地方へ更なる税源移譲を実施し、道州単位でのサービス給付を考え、財政調整制

度の機能強化を考えない場合、道州間で財政力に大きな格差が生じる。 

 

①消費税 

・比較的遍在性は低い。 

・道州ごとに独自の税率や課税対象を定めることを認めれば、徴税事務が複雑化すると同

時に、物流や経済取引に障害を与えることも考えられる。 

・社会保障と税の一体改革では、消費税の使途は社会保障四経費と整理 

 

 ②法人税 

・法人税による租税政策（税制優遇による投資や生産活動の刺激など）を道州が担うとす

れば、法人税の道州への移譲が必要 

・法人税は地域間の偏在性が大きいことから、ナショナル・ミニマムの確保を目指すので

あれば、手厚い財政調整が必要 

・租税競争は、東京一極集中をさらに拡大する可能性がある。経済力が乏しく財政力の弱

い道州は、企業誘致や産業振興のための優遇税制など積極的な経済政策を施す余裕がも

てない。 

・法人税は景気の影響を受けやすく、安定的な財源としては課題もある。 

・租税政策、財政政策だけで経済対策が可能か。（通貨発行権は道州にはなく、財政政策と

金融政策の一体的実施は困難。） 

  

③所得税・相続税 

・所得再分配機能を道州が担うとすれば、累進課税型の所得税や相続税を道州の税源とす



ることが考えられる。だが、その結果、地域により負担水準に格差が生じる可能性が高い。 

・相続税を委譲した場合、遺産取得税方式をとる日本の相続税では、相続財産の所在にか

かわらず納税義務者である相続人の居住地に税収が帰属することになる。 

 

⇒ 

・税源の遍在性や財政需要の地域間格差を考慮すれば、自主財源主義に基づいて、道州単

位で財政運営を行うことは難しいと考えられる。また、ナショナル・ミニマムという考

え方を国民が放棄できるのかについても疑問が残る。 

・財政調整制度と租税政策の両立には、ナショナル・ミニマムを基本とする「標準税率」

設定と財政需要を考慮した財政調整制度の設定、ならびに、基準以外のサービスや施策を

選択できる権限（税率操作権や独自課税創設の権限）を持つことが必要である。 

 

 

（４）財政調整制度 

１）ナショナル・ミニマムについて 

〇第２８次地方制度調査会「道州制のあり方に関する答申」 

国が全国一律の基準を定め、これに従って都道府県（及び市町村）が実施しているもの（又

は市町村が実施し、これに対して都道府県が関与や調整を行っているもの）については、

国はナショナル・ミニマムに係る基準など本来国が定めるべきものを定めることに重点化

する。 

〇道州制ビジョン懇談会「中間報告」 

生活保護、年金、医療保険等のナショナル・ミニマムならびに警察治安・広域犯罪対策に

ついては、十分な議論を行い、基礎自治体と道州が果たすべき役割と、国が責任をもつべ

き部分を検討する。 

〇自由民主党「道州制に関する第３次中間報告を踏まえた論点整理」 

社会保障（年金を除く）、義務教育、警察・消防について最低限全国一律に義務づけられる

事務」の適正な執行の確保をはかる観点から、「現在の地方負担分を含め全額国が負担する

新しい制度を創設し、必要な財源保障・財政調整を国の役割において行うかを検討する。 

〇道州制推進知事・指定都市市長連合「地域主権型道州制の基本的な制度設計と実現に向

けた工程－国民的な議論を喚起するための試案－」 

社会保障や義務教育、警察など、国の基準に基づき、全国的に一定水準の行政サービスを

保障するための費用については、国と基礎自治体、道州の税源配分を踏まえつつ、国から

基礎自治体及び道州への負担金制度等の創設を検討する。 

 

 

 



参考：平成 25 年度政府一般会計歳出・歳入 

 

 

 

 

２）道州間財政調整 

・道州制推進論のなかで、国税を原資とした垂直的調整は分権化に反するとの見方から、

道州間での水平的財政調整制度創設を主張する声 

⇒・いったんある道州に入った税収を他の道州に交付する制度をつくることは困難。（富裕

団体が、そうでない自治体の財源を融通する義務を負う理由を説明できない。） 

・調整財源の必要額について道州間で合意形成を図ることは困難。（欧州で水平的財政調

整を導入しているのは、地域間の不均衡が小さく、調整財源の不足が生じていない北

欧諸国が中心。ドイツでは、水平調整だけではうまくいかず、垂直調整を併用。） 

・東京一極集中が進む中で、税源は首都圏に遍在しており、一定水準の行政サービスを

全国的に保障するための水平調整を実施しようとすれば、事実上、調整財源の多くを

首都圏が拠出する可能性も 

 ・国・地方をあげて財源が不足する状況下で、総額確保が困難となれば、道州間で行政

サービス水準に大きな格差が生じる可能性⇒人口移動を引き起こす可能性 

 

・垂直的財政調整を通じたナショナル・ミニマム（スタンダード）の保障。 

・国は、国民に対する生存権保障の責任を負う。 

     ⇔財政調整・財源保障を通じた国の関与を問題視する指摘 

         財源保障の問題か？規律密度の問題か？ 



３）市町村間の財政調整 

・市町村間の財政調整は、一国全体で行うのか。それとも道州内で行うのか。 

Cf．市町村間の財政調整は各道州の役割 

（道州制ビジョン懇談会中間報告、道州制推進知事・指定都市市長連合案） 

⇒「道州ミニマム」を考えるとすれば、道州の財政力や、各道州の財政調整・財源保障に

対する考え方によって、調整の方法や水準が異なる可能性 

 

４）財政調整の方法 

・一人当たり税収格差の是正など、「収入」だけで財政調整することは難しい 

・財政需要について「人口」「面積」でシンプルに需要を算定できるか 

⇒一人当り税収格差の是正、人口・面積当たりで財政需要額を見積もることの限界 

 

 

（５）債務をめぐる問題 

１）国と地方の債務をどうするか 

・国と地方の長期債務残高は、平成 25 年度末には 950 兆円に達する見込み（国は 750 兆円、

地方は 200 兆円程度） 

 

〇道州制ビジョン懇談会「中間報告」 

国の資産（道路、治水利水等の公共施設、文化教育施設等）は道州に売却、国の債務を軽

減する案が提示。道州全体における権限・税財源の移譲が同時に行われるべきと指摘。 

〇「地域主権型道州制－国民への報告書－」（2010 年 2 月） 

資産・負債を同額移管する「ストックの交換」の原則を、一般会計・特別会計の全てにわ

たって適用。グロス（総額）で見れば地方の資産・負債規模は拡大するが、ネット（資産

マイナス負債）では変化はない。また、国においても名称（勘定科目）が変わるだけでグ

ロス、ネット上の規模の変化は何もない。 

〇経済同友会「道州制移行における課題－財政面から見た東京問題と長期債務負担問題－」

（平成 22 年 5 月） 

「道州制という新しい国と地方のかたちに移行する場合、既存債務と新規債務については、

これを予算から分離し、実質的な影響を最小限にすることが必要である」 

⇒国の特別会計分のうち、地方で行うことが適切な業務については資産・債務・職員をセ

ットで移管し、特別会計分の残りと、国の一般会計分の長期債務については債務返済を目

的とする別組織（債務返済機構：仮称）を設立し、既存債務をすべて移管 

 

・国から道州に大幅な税源を移譲した場合、国の債務償還財源の確保をどうするかという

問題が生じる。 



・全国町村会が行ったシミュレーションでは、資産と建設国債残高を一体的に道州に移譲

した場合の一人当たり債務残高は、人口規模が小さく経済的条件が厳しいブロックにおい

て高くなるという結果。 

 

２）道州債発行について 

 (2)道州債の発行をめぐる考察 

・政府部門の債券発行は課税権を担保としており、道州への税源配分が確定して初めて道

州債の発行について論じることが可能となる 

・現在、地方債の信用を実質的に支えているのは、地方交付税等を通じた国の財源保障。

国から道州への財源保障機能が縮小されれば、道州債の信用力に大幅な差が生じる可能

性。経済力の弱い道州は資金調達が困難になり、社会基盤の格差がさらに拡大する恐れ。 

・道州債を日本銀行がどこまで買い入れるのか。道州債発行と金融政策との関係をどう考

えるか。 

 

（６）むすびにかえて 

〇国民が公平に享受すべき生存権を保障するために、ナショナル・ミニマム（スタンダー

ド）の基準があり、財政調整と財源保障が行われてきた経緯がある。 

○道州単位で税源偏在や債券発行条件が大きく異なる場合、行政サービスやインフラ整備

（維持・更新）の状況が地域によって大きく異なり、格差が拡大する可能性がある。 

〇こうした格差是正を考えるなら、国が地方財政計画や地方債計画等を通じて財源保障を

行う仕組みを維持することが必要。 

○都道府県を道州に再編し、道州に権限・財源を移譲することで、日本の各地域に多様な

経済都市が生まれ、地域経済の成長や発展が促されるかどうかは疑問。 

〇必要なのは、ナショナル・ミニマム（スタンダード）の保障とともに、地方が担う分野

における政策決定の自主性を最大限保障すること。 

○国民全体で、都市と農村、上流と下流、高齢世代と若年世代など、異なる地域・立場の

人々が互いの社会経済的役割を理解しながら、負担について理解しあえるかどうかが、一

番の課題。 

以  上 

 

 

 


